
九州大学学術情報リポジトリ
Kyushu University Institutional Repository

コンテンツファイナンスの現状 : 日米の映画ファイ
ナンス手法の比較を通して

大野, 純子
九州大学大学院芸術工学府デザインストラテジー専攻 : 博士前期課程

https://doi.org/10.15017/2794883

出版情報：芸術工学研究. 7, pp.63-73, 2007-03-30. 九州大学大学院芸術工学研究院
バージョン：
権利関係：



研究ノート

コンテンツファイナンスの現状

一日米の映画ファイナンス手法の比較を通して－

Present situation of financing for content production: A comparison of the 

financing methods used in Japanese and American film ind us tries 

大野純子
ONO Junko 

This paper analyzes financing for content production, 
especially for the film industry. 
One of the major financing methods in the current 
Japanese film industry is“Seisaku iinkai.” 

Although new methods have been introduced in recent 
times, they have not been successful. The task of raising 
money from the Japanese financial market has proved to 
be difficult. 
On the other handラ thereare methods like “negative pick-
up”used in the United States. Film producers in the 
United States can provide huge sums of money to 
produce films. 
By comparing various financing methods used in the 
United States, this paper attempts to clari今thatwhich is 
necessary to diversifシthemanner in which Japanese 
films can be financed. Further, this paper identifies the 
need for in仕oducinga bond that is complete and in 
harmony with the Japanese film industry. 

はじめに

近年、日本の映画作品に対する国際的評価が高まって

いるにしかし一方で、日本の映画産業には多くの問題点

が指摘されている。例えば制作部門（中小企業）が、流

通事業者（大企業）に対して従属的な立場であるという、

産業の二重構造の問題や、今後の発展を担う人材の育成

がなされていないこと、資金調達の方法が限定的である

ことなどである。日本の映画ビジネスが、今後国際競争

力を持って発展する施策が必要とされている20

映画ビジネスは、ビジネス（投資と利益回収）とクリ

エイション（作品制作における価値の創造）という、二

つの側面を持ち合わせている〔経済産業省， 2001: p9〕。

いずれの側面においても、十分な資金の調達が不可欠で

ある。資金がなければビジネス自体が成立せず、魅力あ

る作品の制作も不可能となる。それゆえに、広く資金を

調達できる環境と、投資家と制作の双方を理解し、資金

を調達するプロデューサーが求められているのである。

日本のプロデューサーについて見てみると、伝統的に

映画監督やプロデューサーは企業内に抱えこまれ、社内

調整によって、企画を進めてきた。経営資源は企業に蓄

積され、一括管理されるため、プロデューサーの責任と

権限にもおのずと限界があった。しかし、現状では潤沢

な制作費用を持つのはテレビ局など、ごく少数の大手企

業である〔経済産業省， 2001: p9〕。

制作会社や大手企業に属さないプロデューサーは、優

れた企画を持っていても、大手企業に従属的な立場をと

らざるを得ない。現状では、アイディアやコンセプトを

流通事業者に売り込むというケースが一般的である。
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優れた企画能力を持つ制作会社やフ。ロデューサーが、下請け

の立場を脱し、必然的に映画製作におけるイニ、ンアチブ、を握る

ことができ、それに応じた対価を得るためには、広く資金を集

めることができる環境整備が必要である〔経済産業研究所，

2004 : p17〕。

本稿では、日本の映画製作に挙げられる諸問題の中で、特に

資金調達の手法に焦点をあてる。日米における資金調達の環境

と、 手法の比較を通して、日本の映画製作の資金調達の手法を

多様化させ、資金調達先を拡大させるためにはし1かなる施策が

必要かという点について、新たな視点を提示することを目的と

している30

以下、第一章で、 日本の映画製作の資金調達の現状と課題を

指摘する。現在、日本の映画製作の資金調達において主流とな

っている「製作委員会方式」の仕組みと問題点、そして近年見

られるようになった、映画ファンドなどの新たな資金調達の手

法を説明する。さらに、政府からの補助金制度についても述べ

る。

第二章では、アメリカの映画製作の資金調達の現伏と誤琶を、

「レンダー ・ファイナシング」を中心に述べる。アメリカで確

立されている資金調達手法の特徴と、その多様さのベースとな

る「完成保証制度」についてもその有用性と限界を説明する。

最後に、改めて日米の資金調達の現状の比較を通し、日本に

おける課題を浮き彫りにし、今後日本の映画製作の資金調達手

法の環境整備がどのような方向に進むべきか示唆することにす

る。

I. 日本の映画製作の資金調達と問題点

1. 日本の映画ビジネスの現状

近年、日本の映画市場は活気を取り戻しつつある。テレビの

普及で長い低迷期にあった映画産業で、あったが〔山下，2005

p26，菅浴， 2003:p240〕、最近では、ほぼ 2000億円規模の

興行収入を維持している。入場者数についても、 80年代から 90

年代にかけて 13～14万人に落ち込んでいたが、近年 16～17

万人規模の入場者数を記録してし 1る（表1）〔杉山・鈴木，2006

p97，社団法人日本映画製作者連盟〕。 しかしその実情は、 一

部の大手企業が製作した映画のみの好調に支えられており、資

本を持たない独立系の映画製作者は、制作の前提条件となる資

金確保もままならない状態である。
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表1 邦画の入場者数と興行収入の推移
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社団法人日本映画製作者連盟公表データを元に作成

日本の主な映画製作者の座組みの割合とその推移4を見ると、

テレビ局の参入が多いことが分かる（表2）。ここで座組みとは、

企業連携のことをいい、主に大手配給会社や、配給から独立し

ているテレビ放送局などの製作会社が含まれる〔山下， 2005.

p29〕。

表 2からもわかるように、テレビ放送局が製作者となるケー

スは年々増加しており、大手広告代理店も存在感を増してきで

いる〔山下， 2005: p30〕。つまり、広告メデ、イアを有し、配給

から独立した制作会社が刑務t的に映画製作を行うようになった

ことで、結果として日本の映画産業は活気づいたといえるので

ある。実際に、日本の映画市場の興行収入の 70%以上を、こう

した座組みによる作品が占めている〔山下， 2005: p31〕。

他方、 配給会社にも、テレビ局のような大手企業にも属さな

いプロデューサーは、大きな製作費を必要とする企画を立てる

ことができない。したがって、 一部を除いて、彼らは小さな予

算で低収益な作品ばかり生み出している5。有効な経営資源を持

たない大多数の小規模1虫立系ブρロデ、ューサーは、低迷期から依

然変わることなく、映画産業のなかでは弱者のままである〔山

下， 2005: p31〕。

冒頭で述べた通り、日本の映画作品には国際的評価を得るも

のも登場し、今後は国際競争力を備えた映画製作が期待されて

いる。しかし、日本の映画製作が一部の大手企業の資本に依存

する資金調達環境のままでは、優れた企画を持つ独立系の制作

会社やフ。ロデ、ューサーにとって映画製作へのハードノレが高く、

今以上の活躍は見込めない。以下では、大手企業による作品が

大多数を占める日本の映画製作では、具体的にどのような資金

調達の手法がとられているのかを述べる。



表2 日本の主な映画製作者の厨昌みの割合とその推移

年度
全体（実写作品＋アニメーション作品） 実写作品

DB DBP DBA DBPA その他 DB DBP DBA DBPA その他

1996 16.7 5.6 。。77.7 21.4 7.1 。。71.5 

1997 5.6 11.1 。5.6 77.7 9.1 。。9.1 81.8 

1998 15 10 。10 65 21.4 。。14.2 64.4 

1999 19 9.5 。9.5 62 21.4 7.1 。7.1 64.4 

2000 15.6 3.1 9.4 3.1 68.8 20.8 。12.5 4.2 62.5 

2001 6.5 16.1 6.5 9.7 61.2 8.7 17.4 8.7 8.7 56.5 

2002 9.1 15.2 9.1 12.1 54.5 12 12 12 12 52 

2003 11.1 16.7 11.1 8.3 52.8 14.3 14.3 14.3 10.7 46.4 

2004 30.2 11.7 9.3 18.6 30.2 10 10 10 20 23.3 

山下勝「日本の映画産業の『ダークサイド』企画志向の座組戦略と信頼

志向チーム戦略の聞で」 2005 より

D：大手配給会社3社 B：大手地上波民放テレビ放送局8社 P：大手

出版社 A：大手広告イ母国吉

2. 日本の映画ファイナンス

映画製作には巨額の初期投資が必要とされる6。その上ヒット

するかどうかは観客の主観的な価値判断によって左右されるた

め、収益をどれだけ上げることができるのか予想が難しく、映

画製作に関する資金回収リスクは高い。

では、現在日本映画ビジネスにおいて、その高いリスクにい

かに対応しながら資金を調達しているのだろうか。図1は、日

本の映画製作の資金調達を分類したものである。資金調達の手

法は、大きく政府からの補助金という「パブリックファイナン

スj とそれ以外の「プライベートファイナンス」の二つに分け

られる。プライベートファイナンスはさらに、資金提供者別に、

製作委員会方式、映画ファンド、権利の流動化による信託方式

へと分類される。以下、小節で、はそれぞれの手法について説明

を力日える。

図1 日本の映画製作の資金調達の分類

2-1. 製作委員会方式

2-1-1. 製作委員会方式の構造

日本の映画製作は、大手映画会社、在京キー局、大手出版社、

ゲーム流通大手などが自社資金を使い、自社スタッフが制作す

るとしづ垂畠統合モデ、ノレから始まった。 70年代に入札映画は

共同製作や「製作委員会方式」に変化し調池， 2004: p4〕、

現在はこの方式が主流である。

かつては映画作品が、テレビ放映や DVD販売などによる収

入を生まず、主な収入は劇場興行に限られていた。そのため大

半の映画作品においては、大手映画会社が一社で、配給、興行

および制作を担い、リスクの高い映画制作費を拠出してきた。

しかし、映画作品の収入源が、作品のビデオや DVD、書籍とい

った商品化によって多様化してきたことにより、関係業界企業

が増加したため、リスクの高い映画制作費を各企業が分担する

という「製作委員会方式」が主流を占めるに至った〔杉山・鈴

木， 2006:p98〕。

製作委員会方式とは、大手映画会社、テレビ局など複数の映

画関連業界各社が共同で資金を拠出し、共同事業契約を結ぶも

のである。こうして「製作委員会」を組成し、各社が出資をす

ることによって制作費及び諸経費をまかなう方式である〔杉

山・鈴木， 2006: p98〕。民法上の任意組合に準拠しての組成

とし、う瑚卒が一般的である70

図 2に示したように、製作委員会のメンバーは、一部の投

資家を除いて配給会社、ビデオ会社、テレビ局、制作会社、広

告代理店など、原則として映像コンテンツ関連産業の大手企業

である。メンバーは、配給権、ビデオ化権、テレビ放映権など

の映イ象コンテンツの流通に関する権利（業界ではこれを窓口権

という）を取得して、本業のビジネスをあわせ行うという点が

鞘教である〔亀田， 2005:p193〕。例えば映画制作会社は制作、

出版社は原作本の出版、配給会社は完成した映画の配給、ビデ

オ販売会社は映画をビデオ化、 DVD化して販売するというよう

に、その映画作品について各社の専門事業を行うことができる。

委員会自体の収益については、各メンバーはそれぞ、れの専門事

業を行い、窓口手数料を優先回収した残りの収入を製作委員会

に入れることになっている。つまり、自社の事業の利益を確保

した上で、委員会に収益を渡村高査である〔JDC,2004 : p50〕。

参加するメンバーがどのように選抜されるかについては、製

作委員会方式では、代表としてとりまとめを行う幹事会社が存

在し、そこが普段取引のある会社を中心に声をかけてメンバー

を募るのが通例となっており、投資家を幅広く募集するという

ことはないはDC,2004 : p48〕。
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図2 製作委員会方式の構造

ジャパン・デジタル E コンテンツ「コンテンツビジネスの資金調達スキ

ームJ2004をもとに作成

この方式の最大のメリットは、各社が制作資金を分担して負

担し、かっ自分たちの専門分野を持ち寄ることによって、映画

ビジネスにかかる資金回収リスクを効果的に分散できる点であ

る。作品がヒットした場合には、制作費を負担した会社はもち

ろん、映画西己給、ビデオ販売など当該映画作品に関連するビジ

ネスには大きな利益がもたらされる〔JDC,2004: p48，亀田，

2005 : p 193〕。

2-1-2. 製作委員会方式の問題点

製作委員会方式の問題点は、複雑な権利関係と、映像コンテ

ンツ関連業界以外からの資金調達が困難であることの二県であ

る。権利関係について言えば、特に著附軒ミ問題となる。この

方式では複数の企業が資金を投じ、出資分に応じて著作確を共

有する。著作権が分散されるため、権利関係が複雑になり、効

率的な判断が得られにくい。完成した作品の著作権は、当該製

作委員会全メンバーが共同で、持つため、メンバー全員の同意が

なければ、当該製作委員会方式の系白或に関する契約上条文で規

定された目的以外には使用することができない。例えば、ハリ

ウッドのメジャースタジオが何らかのリメイク権（翻剰在）を

買いにきても、話をすべき担当者を探すのにてこずり、結局取

引が成立しないという話もある〔亀田， 2004: p193〕。

この製作委員会方式は、必然的に資金提供者が映像コンテン

ツ関連業界内、特に自己給会社、テレビ局、 DVD販売会社など流

通に携わる関連事業会社に限定される。そして毎回この同じよ

うな顔ぶれで資金出資が行われており、大手映画会社とマスメ

ディアが製作した映画だけが江炉力すると指摘されている〔山下，

2005: p23〕。

以上述べたような特定の企業以外から投資家が製作委員会に

参加することは不可能ではないが、窓口権を持たない投資家が、

好ましいリターンを得るとは現実的には考えにくし、〔経済産業

66 卜ol.7.川… Ko四 aku：出eJournal of De叩 l

研都庁， 2004: p17〕。こうした要因から、特定の企業のみが参

加することが通例となってしも。現状では、映像コンテンツ関

連業界以外の業界の資金調達先を開拓し、それ以上の金額を広

く調達することは難しい。

現在の製作委員会方式では、窓口権を保有できる立場から見

れば十分なメリットがある。しかし、制作会社が製作委員会方

式によって自社の企画を実現させても、現状では、製作費を出

資した大手企業に著作権が当然帰属するという意識が根強い

〔寺津， 2004: p 146〕。そのため実際の制併旦当者は、 1訴ljを

独占的に保有することができず、メリットが少なしL

2-2. ファンドの組成と権利の流動化

これまで、日本の映画製作の資金調達手法について、その主流

は製作委員会方式であり、この方式には問題点があることを述

べたが、近年ではこの製作委員会方式以外の、新たな資金調達

の取り組みも見られるようになっている。特定の企業以外から

資金を調達することができれば、多様な企業が主導する映画製

作が可能となる。特定の企業による閉塞的な資金調達の手法だ

けではなく、広く資金を取り込める資金調達の環境づくりこそ

が、日本の映画ビジネスを活↑封七させると期待されている。

①映画ファンドの組成

映画ファンドとは、制作会社が映画製作のために出資を受け

て著作権などを獲得し、その事業収益を上げることにより投資

家が利益を儲専す；るものである経済産業省， 2005:p74〕。

現在映画ファンドは、法人から個人への広がりを見せている。

2004年9月、角川映画はみずほグループρと組んで、募集金額35

億円の匿名組合方式の映画ファンドを実施した。対象となった

作品は『戦国自衛隊1549』(2005年）『炊怪大戦争』（2005年）

などである。続いて同年 11月、映画会社大手の松竹は、みず

ほグループと組んで、日本での初めての個人向け映画ブアンド

の募集を実施した。『忍－SHINOBI』（2005年）を対象とする

匿名組合方式のファンドで、約 1300人の個人から 5億円の資

金を集めることに成功した8。個人投資家向けの映画フアンドに

期待されることは資金調達先の多様化だけではない。作品に個

人投資家が関わることで作品自体への関心を高め、映画のヒッ

トにつながる効果も期待されている。

しかし、この手法がすべて成功裏に収められたわけではなし九

前述の『忍 SHINOBI』については、 2006年 2月時点で、元

本割れする可能性が指摘されている。同作品では、元本の 60%

確保型と 90%確保型の二タイプを組成し、約 5億円を集めた。

当該ファンドの重要事項説明書によると、一口（10万円）を投

資した場合、分配金で元本の 10万円を回収できるのは、両タ



イプとも興行収入が 20億円の場合である。しかし、2006年 1

月に日本映画製作者連盟が発表した同作品の興行収入額は 14

億 1000万円で、あった。実際の運用成果は DVDのレンタルの売

上などを加えて集計されるため、興行収入額だけでは損益は確

定しないものの、元本が確保できる見通しは立っていないと言

える90

引額ljの流動化

この他にも、コンテンツビジネスにおいて資金調達の新たな

取り組みは行われている。例えば資産流動化法10の下で、著作

権を流動化させる手法や11、金銭債権信託や証券投資信託など

を組み合わせた方式が考えられた〔土井， 2006: p96〕。しかし

コストと手聞がかかり、知的財産権そのものを信託できる形式

ではないので、効率的ではない。また、特別目的会社（SPC

Special Pu巾ose Company）を用いる手法も試みられた120 

事業に関係する会社が倒産しても、投資を受けた作品には影響

がないように、倒産隔離のための SPCを作るというものであ

る。製作委員会方式と違い、 1歓 ljの帰属は SPCが一元的に管

理し、窓口権も SPCが単独で、持つことで、権利関係は明瞭に

なる。しかしこれもある程度のコストと手聞がかかり旬、 迅速

かっ柔軟な資金調達法とは言えない〔土井， 2006: p 70〕。

そうしたなか、 2004年 12月、信託業法の改正が行われた。

受託財産権の制限が撤廃され、知的財産権も信託できるように

なったので、ある14。また、金融機関以外の一般事業会社の信託

業務参入も解禁された。

知的財産権を信託すると、信託した代わりに信託受益権が交

付される。これを、信託会社を通じて投資家に販売することに

よって、 制作会社は資金を得る。後はその知的財産権を活用し

て資金を回収し、投資家に還元する。製作委員会方式に比べ、

権利関係は単純なため、効率的に運用できるのが利点だ〔土井，

2006: p 104〕。

図3 知的財産権信託スキーム

知的財産権保有者

（委託者〉

信託会社

〈受託者〉

知的財産活用

設資家
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法人‘ 個人投資主主

ジャパン・デジタル・コンテンツ「コンテンツビジネスの資金調達スキ

一ムJ2（剃 をもとに作成

実施例としては、JDC （ジャパン ・デ、ジタル ・コンテンツ）

信託（土井宏文社長）を通じて機関投資家に販売された著作権

信託がある。著作権対象となったのは松竹の『阿修羅城のH童』

(2005年）としづ劇場用映画である。後に、同じく JDC信託

は、「シネマ信託」として、『天使』（2006年）を対象とした個

人向け信託、シネカノン（映画会社）がもっ複数の著イ何雀を対

象とした信託、『晶師』（2007年 3月公開予定）を対象とした

信託など手がけている。三井住友重艮行も、『北斗ブアンド一英

雄伝説』を対象に、個人向けの信託方式ファンドを展開させた。

集めた資金で映画 3本とオリジナルヒゃデ、オアニメを製作し、興

行収入やライセンスで得た収益を投資家に配当として還元する

倣Eみた

しかし、映画に限らず、知的財産権信託lこついては、資金調

達の効果が不明だとしづ指摘もある。ある歯科医療機器製造会

社の社長は「不動産と違い、価値の算定基準が不明な特許権で

どれだけ資金調達ができるか疑問」と述べており、信託会社に

手数料を支払ってまで、信託するメリットが見えづらいのが現状

である15。また、信託生尉子業務への新規参入の動きも鈍く、2005

年8月のH寺点で参入したのはJDC信託のみで、あった16。これは、

資本金や営業保証金などの要件が高し＼／＇＼一ドルとなっているこ

とを理由とする。小林卓泰弁護士は、「免許取得の相談はよく

受けるが、資本金と保証金の話をした後に再び話を進めにくる

企業はなしリと言う 17。資金調達を手がける「運用型」と呼ば

れる信託会社の場合、免許取得には資本金 1億円以上で、J.¥IHこ

営業保証金 2500万円を準備する必要がある。コンテンツ関連

のノウハウがあっても、財務基盤が弱し、企業は多く旬、 なかな

か参入できないのが現伏のようだ。

2-3. 銀行からの融資

中小の制作会社自身が独自に金融機関からの資金調達を行う

ことは、現状ではさらに難しい。自社の担保を持たない制作会

社が、担保主義の金融機関からの融資を受けられるとは考えに

くし＼。

さらに金融機関からみても、映画製作企画への資金供給は容

易ではない。その理由は、完成リスク、映画製作の資金回収リ

スクの算定が困難だからである。日本では、コンテンツビジネ

スにおいて、契約内容はプロジェクトごとに毎回異なり〔亀田，

2004 : p190〕、その上、 1新 lj関係についての契約が不十分であ

る。また、興行成績に直結する要因に関するデータの収集、分

析がなされておらず、業界外に公開されることもなかった。こ

のように、映画ビジネスは非常に複雑でわかりづらく 、金融機

関の資金回収リスク算定を困難にしている。
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ただし、映画製作においてノンリコースローンの実施例はあ

る。ノンリコースローンとは、ローン返済がで、きなくなったと

きに、担保になっている資産以外に債権の取り立てが及ばない

非遡及型融資である。個人や会社の信用力に頼らず、作品の収

益性や将来の処分価値などを評価して行う融資で、債権者が作

品を売却して債権額に満たない場合でも、借り手はそれ以上の

返済を免責される。ノンリコースローンは、担保割れの状態に

なっていても、ほかの資産からの回収ができない。そのため、

厳密で精度の高い開面を必要とし、金高搬関は通常より金利を

高めに設定した上で、利益の一部を成功幸閥Hとして受け取る190

日本では、融資対象の不動産を担保に取ったうえに追加担保や

個人保証を求めるリコースローン（遡及型融資）が一般的であ

る。また、一般のローンより金利は高めである。アメリカでは

このローンは主流となっている。

2004年、みずほ銀行は角川映画『妖怪大戦争』『戦国自衛隊

1549』に対してノンリコースローン方式で、 P&A費却の 8億円

の融資を行った。東京三菱、 UFJ、日本政策投資銀行は GOH

が制作するアニメ 2作品の制作費をノンリコースローン方式で

協調融資を行った。あおぞら銀行も、『突入せよ！あさま山荘

事件』（東映・アスミックエース・ TBS, 2002年）にこの方式

で、融資を行った実績がある。このときの担保はビデオグラム（ビ

デオと DVD）の MG21で、あった。 UFJは、『血と骨』（松竹・ザ

ナドゥー， 2004年）の P&A費として 2.5億円の融資を行って

いる〔亀田， 2004:p220〕。

ノンリコースローン方式による映画制作費の融資の実施例は

いくつかあるものの、いずれも大手企業、実績のある企業が融

資を受けた例であり、中小のコンテンツ関連企業にとって金融

機関から融資を受けることは依然難しいといえよう。

2-4” 日本のパブリックファイナンス

資金調達のひとつの方法として、「補助金」の活用がある。

映画を始めとするコンテンツビジネスに適用できる補助金は、

文化庁を中心とした関連機関および財団法人、地方自治体にお

いて実施されている〔トーマツ， 2003: p139〕。例えば、教育

機関と連携した人材育成や作品制作の支援などを推進する民間

組織「映像産業苦辰興樹帯jが 2005年 4月から事業を開始して

いる22 〔総務省， 2005:p120〕。

特に映画製作に対して直接的な補助金を拠出する政策として

は、文化庁が実施する 2006年度の日本映画・映像振興プラン

23が挙げられる。このプランは、 2005年に設けられた振興策で、

「意欲的な企画作品の製作支援j 「新人監督やシナリオ作家を

起用した作品の製作支援」「地域において企画・制作される作

品の製作支援」としづ条件を満たせば、直接的な補助金が拠出
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される。支給金額の合計は、 12億8900万円である。

しかし、この金額が日本の映画製作にとって、魅力ある数字

とは言いがたい。政府からの補助金制度が充実した欧州各国の

補助金額（2002年度）をみると、フランスでは約4億 9044万

ユーロ、ドイツでw約1億8454万ユーロ、イギリスでは約7392

万ユーロで、ある2＼これらの数字と比較して、日本の映画製作

者にとって政府からの補助金の額が果たして魅力的で、あるかは

疑問である。

3. 日本の資金調達環境の抱える課題

以上、日本の映画製作の資金調達手法について、プライベー

トファイナンスとパブリックファイナンスに大別して説明した。

プライベートファイナンスにおいて主流となっている製作委員

会方式については、権利関係、がネ鯨佐になる点、そのメンバーが

毎回特定の企業になるために資金調達先が閉塞的になる点が問

題である。

近年見られるようになった新たな映画製作の資金調達の試み

は、まだ実験的な段階にあり、資金調達先を多様化させる抜本

的な解決策とはいえない。権利管理を一元化する点や、資金調

達先を開拓する点においては製作委員会よりも優れていると言

えるが、ファンドを組む場合の紘織形態、税制上の課題、会計

基準、監査制度、デスクロージャー制度など、多くの検討課題

がある。新たに始まった知的財産権の証券化については、対象

の価値制面基準の設定や、刊面の独立性の確保などが問題とな

る〔坂本， 2006:p88〕。

また、パブリックファイナンスについては、政府からの補助

金制度が新たに設けられたものの、その金額規模からして、日

本の映画製作環境に、早急に大きな変化をもたらすとは考えに

くし＼

それでは、今後の日本の映画製作における資金調達先を拡大

させるためにはし、かなる施策が必要で、あるのか。この問題につ

いて、以下ではアメリカのファイナンス手法との比較を通して

考えることにする。

n. アメリカにおける資金調達と問題点

1. アメリカの映画ビジネスの現状

ハリウッドの映画産業は、アメリカの基幹産業のひとつで、あ

る。それは世界市場における映画の競争力や、文化的影響力か

らも明らかである。歴代興行収入トッフ。に位置する『タイタニ

ック』（1997年）の興行収入は 18億 3420万ドノレ納 2200億

円）と言われる。この全世界興行収入のうち、約 3分の 2が国

外からの収入であることからも、国際競争力の高さがうかがえ

る〔福井， 2003: p 156〕。



この国際競争力の高さは、作品が英語で作られること、アメ 図4 アメリカの映画製作の資金調達の分類

リカという国が持つ文化的魅力、法的保護の厚さや世界的な広

がりを持つ配出合ネットワークと、その要因は多数挙げられるが、

この映画ビジネスの基礎をなしているのが、映画ビジネスのフ

ァイナンス手法と契約で、ある。それは、映画界の経営分析の第

一人者ノ＼ロノレド・ヴォーゲルの「映画界で最も創造的な成果は、

スクリーンではなく、金融（資金調達）に関する趣意書である」

としづ言葉があるほどである［赤木， 2003: p157〕。

2. アメリカの映画ファイナンス

ハリウッドの映画ビジネスも日本と同様に、配給ネットワー

クを持つスタジオが大きな権力を持っている。制作を担うのは、

配給ネットワークを持つ数社のスタジオと、数百にのぼる独立

プロダクションである。しかし、日本と違って、制作本数は独

立プロダクションのほうが圧倒的に多い。大手スタジオが制作

するのは年間 140本程度、独立ブpロダク、ンョンは、その 3倍の

約 420本である〔赤木， 2003:p158〕。これだけの本数を制作

するために、独立プロダクションはいかにして資金を確保して

いるのか。独立プロダクションは、不動産や株など資産を持た

ないため、金融機関から融資を受けることが難しい。そこで、

映画ビジネスを生き抜くために、独自の発想で、リスクとリタ

ーンを考え抜いた巧妙な手法を確立させるのである。これが、

資金調達が「映画界で最も創造的j と言われるゆえんである。

ハリウッドでは、フ。ロデ、ューサーが主役となって、投資家、

金融機関、映画会社などから、莫大な費用を調達している。ハ

リウッドのファイナンスにおいて相教的なのは、有能なフ。ロデ、

ューサーによる、「完成保証制度」がベースとなったファイナ

ンス手法の多様さである。完成保証制度は、日本には導入され

ていない制度であり、プロデューサーや制作会社の金融機関か

らの借入を可能にする点で非常に重要である。

ハリウッドの資金調達手法は、プライベートファイナンスと

パブリックファイナンス25に大別される（図的。アメリカでは、

映画製作に対する直接的な補助金制度は機能していない。プラ

イベートファイナンスは大きく以下の三つに分類される。

1）フ。ロデ、ューサーが金融機関から融資を受けるレンダー・

ファイナシング

2）フoロデュ」ーサーがスタジオから資金の提供を受けるスタ

ジオ・ファイナシング-26

3）フ。ロデ、ューサーが投資家から資金を募るインベスター・

ファイナシング27

以下では、完成保言晴リ度をベースとした、アメリカの多様な「レ

ンダー・ブアイナシング」について説明する。

2-1. レンダー皿ファイナシング

レンダー・ファイナシングでは、プロデューサーは、製作開

始の前の段階で、完成した映画の配給権を事前に配給会社に譲

渡する。譲渡先の配給会社がメジャーで、ある場合には全世界で、

の配給権を譲渡することが多く、この方式は特に、「ネガティ

ブヒ。ックアッフコと呼ばれる目高井， 2003: p174〕。

2-1-1. ネガティブピックアップと完成保証制度

ネガティブピックアップ（図 5）は、プリセール（企画段階

で？紗村こ配給権を売ること）を前提とした金融手法のひとつで、

あり、ハリウッドではこの手法が定着している。プリセールと

は、制作会社が完成前の映画の配給権、ビデオ化権、放送権な

どの権利を国やメディア別に配給会社、ビデオ会社、放送事業

者などに言説安することである〔菅谷， 2003:p223〕。

ネガティブ？ヒ。ックアップ。で、は、完成保証によって完成リスク

を回避し、 MGによって興行リスク回避を行う。この手法では、

まず制作会社が配給会社と映画（完成前）の配給契約を締結す

る。次に金融機関がこの映画の配給契約を担保に製作資金を融

資し、製作が行われる。映画が完成してネガが引き渡されると、

配給会社からの支払い分が金融機関への返済に充当される。金

融機関からの資金融資の方法は、金融機関に対して利益分配の

必要はないが、映画完成前に配給権を一譲渡するので、配給権譲

渡価格が低くなる〔菅浴， 2003:p224〕。

ネガティブヒoツクアップロは、配給契約を担保とした融資であ

るが、映画が完成しなければ百己給会社からの支払いが行われず、

金融機関は融資を回収することができない。したがって、ここ

でも契約時点で映画の完成を保証する「完成保証」が必要にな

る。
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図5 典型的なネガティブ、ピックアップのスキーム

独立行政去ん低斉産業研究所「日本型完成保証に関する研究報告書」宜的4

より

完成保証は一種の保険契約で、一定の期限までに映画が完成

することを保証するものである。事前に承認された脚本やスケ

ジューノレにしたがって作品は完成したものの、予算を超過して

しまった場合には、超過分を完成保証会社が支払う。さらに、

映画制作が中止されてしまったときには、完成保証会社が資金

提供者に資金拠出金を全額返済する。この完成保証の有無で、

プリセールで、きるかどうか決まる。ハリウッドでは、スタジオ

に属さないフ。ロデ、ューサーによる資金調達で行われることが多

い〔経済産業研知庁， 2004:p14〕。メジャースタジオに属する

ブ。ロデ、ューサーの場合は、スタジオが製作費を拠出し、製作す

る映画のほとんどは実質的にそのスタジオによって完成保証さ

れているからである曜済産業研究所， 2004: p14〕。

このような保証制度を利用することで、資金提供者は映画が

完成した場合には収益を獲得し、映画が完成しなかった場合に

も完成保証会社から拠出した資金を回収することが可能になる

〔経済産業研究所， 2004: p14〕。資金調達の手法の幅を広げる

点で、完成保証制度は非常に重要である。

ここでハリウッド型完成保証制度が日本にそのままあてはま

るかという点について言及したい。結論は否である。その理由

は、まず完成保証制度は、小規模な金額のものには不向きであ

る。日本の映画製作予算は、平均約3億円だが、ハリウッド映

画の平均的製作予算は日本の約5倍といわれている〔土井，

2006: p37〕。日本の市場では、保証会社が得られる保証料の額

も小さく、あまり利益が得られない。また、現在日本にはヒッ

トする映画かどうかを見極め、製作費や制作の進捗状況を管理

する目利きの相主となれる完成保証会社は見当たらない。アメ

リカには、年間 6億ドルの保証実績を持つ International Finn 

Guarantors (IFG）、や Cinema Completions Intl. (CCI)な

と映画ビジネスの経験が豊富な完成保証会社が複数存在して

いる〔福井， 2003: p176〕。こうした両国の環境の違いを念頭

に入れた上で日本型完成保証制度の検言材ミ必要である。

2-1-2. 完成保証制度の有用性と限界

完成保証制度の有用性は、ネガティブヒ。ツクアップ。を始めと

した、大手企業からの出資に依存しないファイナンス手法を可
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能にする点にある。映画に対する資金提供者が映像コンテンツ

関連業界内に限られことがなく、金闘機関からの借入ができる。

しかしこの完成保証制度おいても、アメリカでは近年、その限

界が生じるケースが見られるようになっている。

その背景にあるのは、ハリウッドの製作費の高騰である。ハ

リウッドの映画制作費と広告費の平均合計金額は毎年上昇し続

けてしも（表3）。大手映画会出酒訴合する映画の平均制作費は、

2000年には1本あたり 5480万ドノレ、広告費を合わせた平均額

は 8210万ドノレで、ある日面井， 2003: p157〕。こうした製作費

の高騰、およびメジャースタジオの支配拡大による配給チャン

ネルの統合などを理由として、今後、中小規模のフ。ロデ、ューサ

ーにとって、金融機関を利用した資金調達は困難になると見ら

れている。

また、プリセールだけで、は十分に資金調達がで、きないケース

が起きている。プリセールは完成前の作品販売で、あるため、結

果として質の低い作品を購入するリスクがある。さらにプリセ

ールしたがるブ。ロテ、ューサーは増加していることから、確実な

ヒットが見込めない作品の場合、プリセールだけでは十分な金

額を調達できないことがある日高井， 2003:p177〕。

2-1-3.ギャップ・ファイナシング

こうしたケースに対しては、プリセールによってカバーされ

ない製作資金さえも融資することを行う金融機関があらわれた。

これを「ギャップ・ファイナシング」という〔福井， 2003:p177〕。

プリセールによって担保された金額と実際の貸付の差額（ギャ

ッフ。）は、無担保の貸付となり、映画が完成したあとに興行収

入などから追加で得られる収入をあてにしたものである。これ

は従来の融資形態よりも、作品に対する投資の性格が強い。ハ

リウッドの活況を背景に、映画ビジネスに進出し、シェアを獲

得しようとする金酎機関が増加しているのである。

しかし、この手法においても、さらにその限界が見られる。

通常、フ。ロデ、ューサーの中で、も特に有能なフ。ロデ、ューサーと、

ヒットが期待できる作品以外は利用できない。しかも金融機関

が映画製作に資金を提供する場合にはそのリスクの大きさを考

慮にいれて、かなりのプレミアムが上乗せされる。



表3 メジャー菌己給の目央臨製作費・！部会宣伝費の平均 (1982～2（胤）年の

コストのよ昇）

事IJ作費 配給宣伝費 合計

1982 1180フヲドル 490）ヲド＇）レ 1670芳ドル

1986 1760フヲドル 670）ヲドル 2420芳ドル

1990 2680）ヲド＇）レ 1160万ドル 3840）ヲドJレ

199斗 3斗30）ヨド＇Jレ 1610万ドル 5o4onrル

1997 6300フヲドル 2300フヨドル 7600):iドル

2000 そ5480万ドル 2730万ドル 8210）ヲドル

MPAA (Mathian Picture Associa加 1 of America, Inc. ）景議

福州建策ほか「エンタテインメントの農アメリ力映麗・音楽・演劇ビジ

ネスと契約マニュアJレJすばる舎2003より

プリセーノレに関してはさらに、ヒットが見込める作品ではそ

のプリセーノレ単価が高騰する一｝fで、新たな問題が起きている。

プリセールで切り売りされた映画ーは、興行的成功の五色対条件と

も言えるメジャー配給を獲得することが難しくなるという矛盾

した約兄が生じている〔福井， 2003: p179〕。

アメリカでの興行的成功のためには、メジャー配給の獲得が

必須条件である。メジャーから見れば、巨額の哲己給権や放送権

を手にできないのではビジネスの意味がなくなる。そのため、

メジャーに全世界におけるオ）ノレライツの獲得に執着する姿勢

を強めている。

このような状況に対する打開策として一部のフoロデューサー

は、「レント・ア・システムj (rent-a-system）と言われる荷己給

契約をメジャーと契約している。これは、メジャーに酒己給手数

料を減額してもらうかわりに、製作費、宣伝などの酒説会コスト

は制作会社が負担する。ただし、このように金銭的インセンテ

ィブを与えることでメジャー配給を実現する手段の場合には、

プリセーノレで、はまかなえない不足分はー層膨らむ。前述の通り、

ギャップ・ブァイナシングを用いることは絞られた場合のみで

あり、ハリウッドでは、これまでの資金調達手法だけでは対応

できないケースが見られるようになっている。

3. アメリカの資金調達環境の抱える課題

これまでアメリカの映画ファイナンス手法について述べた。

アメリカの資金調達の手法は実に多機で、特＝にレンダー・ブア

イナシンク、、においては完成保証制度の成熟により、古手法をし、く

つも組み合わせて新たな手法を牛．み出すことも多い〔福井，

2003 : p173］。政府からの直接的な補助金制度はないが、大手

映画会社の資金に力！Jえ、投資家、金融機関からの資金をも取り

入れることで快商産業全体が活性化したとし、える（杉山・鈴木，

2006: p98〕。

しかし、前述の通り、製作費が高騰するあまり、その完成保

証制度にもその限界が見られるようになっていることは注意す

べき点である。

結びにかえて

以仁日本の映i創製作の手法を多様化させ、資金調達先を拡

大させるためにはいかなる施策が必要かという視点で、日米の

映凶ファイナンスの資金調達の環境と手法の比較を試みt:.o

務事完lこついてみれば、両者の大きな違いは、完成保託制度の

有無である。日本で、はネガティブヒGツクアッフ。による資金調逮

や却先保託制度は導入されておらず、制作会社が銀行から借入

を行うことが難しい。完成リスクの低減や資金調達手法の多様

化を凶るためにも、完成保証制度の検討は急務である。

完成保証制度の導入については、金高邸？などとの調整が必要

となり、長期的な計画となるであろう。間際的な資金調達も視

野に入れつつ、日本の映画ビジネスに合う新たな完成保証のあ

り方についての検言初3必要である。

手法についてみれば、その資金調達の環境の違いが大きな要

民ではあるが、アメリカは有能なプロデ、ューサーによって、実

に多様な手法が確立されており、大手企業に屑Jさなし、プロデュ

ーサーで、あっても多くの映翻を制作することができる。日本で

は、近年ようやく見られるようになったブアンドなど、 jよく資

金を集める新たな取り組みを、今後も数多く実施し、成功実績

を~I:ねる必要がある。

資金調達の環境整備と、様々な手法を定着させることができ

れば、日本の映雨産業において、特定の企業に依存することな

く、優れた制作会社やプロデ、ューサーの活躍が期待できる。ま

た、こうした新たな展開は、映画産業のみならず、日本のコン

テンツビジネス全体を活’間ヒさせることが期待できる。

1 ヰ出子武常皆、黒沢j練賢治1［説書類傾際において各賞を受賞し、日本の駒顕治＇［主犯

を集めるようになったコ映画をはじめとするコンテンツビジネスが、日木171,）＼熔斉
そと活性化させるむのと期待されている。しかしこれらのコンテンツに部附な評

価捕まるものの、 t般におし巾糖榊城県占玄関槻されてしも臨獄開請，

2004〕。

22004 年、匁協力財キ淵i臨みごi祁体m~長ソj保純i寸15）が発表した！知的員秘持活主計
画2004jにもこのことほ認もている。この計画では特（f,[Js柴崎午、遺伝子編t
ブランド、大学び〉知県そ持活用、偽ブランド対策など、合計400以上の実抱J:i'.f院がある。

納闘を始めとする fコンテンツビVネスjも対象として含まれており、コンテンツ

の•fll路、保護およひ活用のfJ目撃に関する法律 fコンテンツ佑i面白も設立された

3材古では、「製｛乍Jと f制作］の括2について、資4訟をt部！ーして鞘博明以益び〉分

隠改多：を持ち、広信件調2給など告とrn.う形で｛？玉虫t全体にl'Mtlわることを f製｛杓と表記し、

そうした縦lj、主党害佐持たすた、映像俗おを作ることに限定した場合を「制告と

表記している。

4各年度の興川又入 G配制又入） げ立作品のみ（各年平均28f乍品）政像としてし、

る。『キネマ千時国（キネマ／HJ報初に公表されてしも鮒1収入額己主斜又入〉上位作

品を対象とし、その｛知一教をカウントした上で制強］.みの雷除を示したものであるc

秘乍都こっし、ては同誌のほか、 I閥単碍制（時駒l;l掛樹「謝虫、インターネット上の

各向指公式サイトなどのデータもF郎、てし、る。なお、テレビ秘主符8相当こは関西の

放送局3引が含まれる。この表は、 Dと8を中心に集計されてしもが、その他には

BA、BPAといったほカぜ〉組み合わせも多数合まれてしも。これらのA治宝加わる産
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組みは特にアニメーション｛伝日時こ大きな影響力を持っている。〔［［ff,2005 : p 29〕

5とよ場tではあるが、独立したブbデコーーサ、ーでも収益をHデる場合もある。伊丹プ

ロダクションでは1槌0～1鈎O午代料：主にかけて、三忘筒泰プロデューサ）によって

他社に依存せず自立したファイナンスを行って伊丹iミ監替｛／尚己主ケ制作L統けた。

また、 jヒ野オフィスでは、森同行プロデコ‘ーサ）が大一間己幸窓会社との閥系を絶って

自ら配給路続行っており、関1鋭鮮価の言動、｛怖を市！排してしも。

6￥均3億円と面すれてし、る〔十井，笈肪： p37〕。豪華キャストのオ～レスタ寸宇

品や、日前轍~】機史劇などのコスチューム劇、またゴジラやガメラなどの特報・ビ
ジュアノレ・エフェクト駁舗になると 10億円から15億円にもなるc

7一流始慎麟弱ま民法上の｛五脅＼！｝合だが、契約議lH主必ずしも明溜こなっておらず、

協｜欄刊移駒jのようなf織をとることが斜、 民法槌7条「倣胎現約は、

各当事占7.)＼出資をして共同の事境を営;trことを約することによって、その効力を生

ずる③ι±:l資は、労務をそのお的とすることができるj と討’しる。伍志議ti会では、労

務的資カ2認められる。部8粂では克司財・gg，の主味が規定さ払 rn節制δじて組合

0）財産が共有される。

8 日本館綜鼎自2005年9月15日付朝刊記事

9 日本経済新開2α)6年2月12日付朝司j記事

10資荷主f掛耳!'.itとは、 2〔間年に特定目的手持土による特定資産のお十fflt/Jfとに関する法

律（SPC法）が改:IEされてできた控訴主特定院内包会社 (fMK)に資戸制服初演

践を譲渡し、それを担保にして干封立や優先出資を募って資令を集め、資P誌の保有者

尚織をf~誌を得ることによって資令を調酎『るという倒見み。

11 これまでに資産瀬桜げよ制定って都／曜を説動化させ~て案内説法消が「寅さんシ
リーズ〉の主主型犬機を、テレとて車京に対して対掛メヒさせブと例がある日j十，お06:p 

82〕合

12 JDCが効jf!.iした fアニメブアンド！ JはSPC方式競狗してし唱。アニメ制

作鎖的 fパジリスクj品、うアニメにSPCが製作費を出すことで桝：機動J桁

われた

13 f¥.JJ溜糊幽体に対する協~1ペキ去併号鞠宿されてし、る才：〉げではないので、際線者を
謝射ιる～害額を併比するのに手閥均三村もまた、船協こ渡って倒劇機微奇跡線

持できるカヰま不明である。 SPCの通営につしては菊条委託制司る必嬰があり、運

営上のコストカ溌生了する。

14 I日低託業計去では4条では、信託の引き受けができる肱箆ぴバ織は余銭相伝統券、

金鎖措在、動産、土地およて；'tその定割弱、地上権法び士地の剣緋の6穣椀こ限定

してし九

15 日本将済新開Z氾5年8月2913付帯例記事

16 日精子請す閣2005年8J!29 Pf、cji桁 l民己主計－

17 Bネ持済務調お05生存8)]2913｛＇、j弱汗l僚が

18 跡指繍間抑5:i［三8月羽倒神肝性記事

句読売新聞2（間年10月初日朝刊記事

20p&Aとは、プリント費と窓伝費のこと。プリント費同店主反から＇＊摩！揚で却りとす： る

ため0），%き増しする費用。成主EこのP&A費は上長する傾向にあり、制作費を上厄i

ることもある。 f亀悶， Z氾4:p210〕

21 MG (Minimum Guaran回）とは、頭部俗説iなどの販売会粧が閥単製作壌に支払

う分程税同紙鰍瀬を設定す司るものである。

22会員ぴ〉会費、問、関係自悌材、らの灘案委託活で建設されてし、る。映像作品の制乍

支援（スタジオ、欄"1などσバ麟貸与、金制機関による出資、融資の斡力的、人材育

成への支援、定E業／＼の苅妥なと：

辺文化庁HP
h程p:h抑制v.bunka伊 Jp/1bunge隊司me.asp{Ofl=I除機k:1=1α矧刃12607&clc=1αぉ0025沼｛
9.html 

24 欧州主要各闘が映像、コンテンツ製作支援のために支給する補助金の金

額（2002年度）はフランス：約4億 9044万ユーロ、ドイツ：約 H意8454

Iiユーロ、イギリス：約 7392））＂ユーロ、スペイン：約 7034)Jユーロ、

オランダ：約4724)Jユーロ、イタリア：約4142)j”ユーロ、スウェーデ

ン：約 3755万ユーロ、デンマーク：約3602万ユーロ、ノルウェ｝：約2904

万ユーロ、ベルギー：約2291万ユーロとなってし喝〔Euro問anAudiov臥Jal

0出ervatory,2004〕

25アメリカでは、映官制作に対して補助金は拠出されていなし坊主、会計上、税制上

ではハリウッドは弔問締鐙を受けてしも。映極限作企業の会計では、調燦の鞍益で
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はなくて、予悲収益をもとに会誌十報告衰をf骨文じてよいことになっている。自社の

灘変を好調であるように報符できることになる〈移抗i!J面・z..は、アメリカの脳会封土

料紗ト台東せられた椀額に比例した客筋2問主義される羽毛木 2003:p166〕。政府は、

輸出縄防策の環としてハリウッiごに1りする特おゆ議長を認めているのである。

26スタジオ・ファイナシング＇－ er：士、ブ。ロデューサーとスタジオ／j:PFD (productiorト

financing and dist『ibu脳1agreement）契約をお謝干する〔樫持， 2003:p173〕c PFD 

契約は識も員説！射なブアイナ、ンングの有去で、ある諸税 2003:p224〕。このモデ

ルではスタ均はプロデューサ〕に対して製作資金を提供すると同時に、製作にお

けるさまぎまなコントローノレを及ぼす二例えば、スタジオは、独自の判断で咲調布lj

作封鎖予するが放棄するかを滋状できる。映画カ明滅した場合、樹立jJOメ菩桝奪や全

位界における医首会権は、すべてスタジオのものとなる。プロデューサ）は、スタジ

オフrpt.）国定。滞酬さと受けるほカド定例IJ益対蹴を受ける。

スタジオカカt鞠E百街リ作を放葉し1:.;
供〈乃義務をF紛弘務リ｛乍会1土；拐ljの資金提告t者へ，f:の企画を売ることができるE品F谷，

2003: p泣＇.4）οPFD矧与では、紋沼会社の毎回乍、脳合にf射る塁塁寓なリソースに依

存できるが、制作街でスタジオの湖己を受けることになり、平i肢の部パーセント以

上がスタジオーのものとなる〔昔浴， 2003:p224〕。

プロデュー十ーは、著作様、ファイナノレカット蟻鮒枕編集織をふくむプロジ

ェクトのコントロール、 fftJひも何らカ羽つ配当にあすヨミる見込みの3点を放棄しなくて

はならない〔福井， 2003:p173〕。

27インベスター・ブアイナシングにおいては、ジョイントベンチャーやりミテッド

ベンチャーが形成される場合が多し、〔編：JJ:,2003: p180〕。ジョイントベンチャー

は、有11RJ!t柾ではなく、募集Jこ｜探して速報説明、ト！の証券法の子統きをう桟る必裂がな
し＼，リミテッゃくートナーシツブでは、都r.i責任で、あるが、募集に際して記殊法の

手続きカt必要である。この；方法相まプロデューサーが告1}(1三宮崎i臆性を確｛呆しやす

い反問、主主奇利主主は投資家との間で資配される暗浴，加03:p223〕。

また、配当を目的とするだけでなく、タトi測のi！凶治相対泌卒業'1t!J1、鍛えした

映凶jの外問掛ける罰論佐々強織を4艶号するために附側斜こ出演するとし、う fス

ピリット・ライツ｛包凶t-r匂htd回 J)Jと昭裁もる剣司製作形態も主主婦してしも〔福井，

2003 : p181）。スピリット・ライツl丈ハ！） ウッド’でゆ決商会出滞昨季軒目を分扮

した上で、その負担音防士の比率で絡手ljを取得することを窟来する。治Uf乍予算が巨額

な場合に、制作饗用を分間－ることにより、興王成績7J湾悪かった場合グ糠害を食い

止めることができる。 2O[J犠Eブオックス映画『タイタニックJは、 20ttt紀フオツ

クスとパラマウントの共！母出資であり、パラマウントは、北米における図説合擦な対

備として出資を承諾した｛管杭 2003:p225〕9
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